
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

高
齢
や
障
が
い
等
で
外
出
が
難
し

く
、
市
役
所
で
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
を
対
象
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
出
張
申
請
を
実
施
し

ま
す
。
予
約
申
込
み
後
に
職
員
が
自

宅
へ
訪
問
し
、
顔
写
真
の
撮
影
か
ら

申
請
ま
で
の
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
る
場
合
、

後
日
、
本
人
限
定
郵
便
（
簡
易
書
留
）

で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
以
下
、

カ
ー
ド
）
を
自
宅
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
窓
口
に
出
向
く
こ
と
な
く
カ
ー

ド
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
日
時

４
月
18
日
㈭
～
10
月
31
日

㈭

火
曜
～
木
曜
日
（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
）

午
前
10
時
～
、

午
後
３
時
～

▽
対
象
（
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る

方
）

①
75
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

③
け
が
・
病
気
・
要
介
護
状
態
の
た

め
外
出
が
難
し
い
方

④
上
記
①
～
③
の
方
が
申
請
す
る
場

合
に
限
り
、
同
一
の
住
所
の
方

※
①
～
④
に
加
え
て
次
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
こ
と

◦
過
去
に
カ
ー
ド
の
申
請
、
交
付
を

行
っ
て
い
な
い
こ
と

◦
訪
問
先
の
自
宅
が
申
請
者
の
住
民

登
録
地
（
あ
き
る
野
市
）
で
あ
る

こ
と

◦
申
請
か
ら
２
か
月
以
内
に
住
所
や

氏
名
を
変
更
す
る
予
定
が
な
い
こ

と
◦
申
請
者
本
人
（
15
歳
未
満
の
方
や

成
年
被
後
見
人
は
法
定
代
理
人
と

と
も
に
）
が
在
宅
し
て
い
る
こ
と

◦
外
国
人
の
方
の
場
合
、
在
留
期
間

の
満
了
日
が
残
り
２
か
月
以
上
で

あ
る
こ
と

◦
介
護
等
が
必
要
な
方
の
場
合
、
介

護
者
が
同
席
で
き
る
こ
と
（
ケ
ガ

等
を
負
わ
せ
る
危
険
を
回
避
す
る

た
め
、
市
職
員
が
申
請
者
に
触
れ

る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
）

▽
必
要
書
類

◦
本
人
確
認
書
類
の
原
本

◦
15
歳
未
満
の
場
合
、
法
定
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
と
法
定
代
理
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

（
法
定
代
理
人
が
同
一
世
帯
の
場

合
は
不
要
）
の
原
本

◦
成
年
被
後
見
人
の
場
合
、
成
年
後

見
人
の
本
人
確
認
書
類
と
権
限
を

確
認
で
き
る
書
類
の
原
本

◦
通
知
カ
ー
ド

※
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
紛
失
届
を
記

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◦
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

※
通
知
カ
ー
ド
と
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
は
、
カ
ー
ド
を
郵
送
に
て

交
付
で
き
る
場
合
は
、
原
本
を
回

収
し
ま
す
）

▽
そ
の
他

◦
本
人
確
認
書
類
の
種
類
等
…
表
の

う
ち
い
ず
れ
か
の
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す
（
有
効
期
限
内
で
氏

名
・
住
所
等
が
変
更
済
み
も
の
に

限
る
）。

＊
通
知
カ
ー
ド
お
持
ち
の
方
…
Ａ
か

ら
２
点
か
Ａ
・
Ｂ
か
ら
１
点
ず
つ

か
Ｂ
か
ら
２
点

＊
通
知
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

…
Ａ
か
ら
２
点
か
Ａ
・
Ｂ
か
ら
１

点
ず
つ

※
上
記
、
組
み
合
わ
せ
が
揃
わ
な
い

場
合
は
、
後
日
市
役
所
窓
口
で

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
お
越
し
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
予
約
申
込
み
方
法

希
望
日
の
１

週
間
前
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
申
請
者
の
住
所
・

氏
名
・
生
年
月
日
等
、
訪
問
申
請

に
必
要
と
な
る
情
報
（
自
宅
か
自

宅
付
近
の
無
料
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の

有
無
）
を
お
聞
き
し
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

市
民
課
市
民

窓
口
係
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
担

当
（
直
通
５
１
８
・
７
２
６
１
）

性
犯
罪
・
性
暴
力
は
、
重
大
な
人

権
侵
害
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
政
府
で
は
、
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
、

Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
、
レ
イ
プ
ド
ラ
ッ
グ

の
問
題
、
酔
わ
せ
て
性
的
行
為
を
強

要
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
性
被
害
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
痴

漢
等
、
若
年
層
の
様
々
な
性
暴
力
被

害
の
予
防
啓
発
や
性
暴
力
被
害
に
関

す
る
相
談
先
の
周
知
、
周
り
か
ら
の

声
掛
け
の
必
要
性
な
ど
の
啓
発
を
行

う
ほ
か
、
若
年
層
が
性
暴
力
の
加
害

者
、
被
害
者
、
傍
観
者
に
な
ら
な
い

こ
と
の
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
内
閣
府

の
取
組
や
相
談
窓
口
な
ど
を
掲
載
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
相
談
窓
口

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支

援
セ
ン
タ
ー
（
☎
♯
８
８
９
１
）、

性
犯
罪
被
害
相
談
電
話
（
☎
♯
８

１
０
３
）、
性
暴
力
に
関
す
る
Ｓ

Ｎ
Ｓ
相
談
「C

u
re tim

e

（
キ
ュ

ア
タ
イ
ム
）」

▽
問
合
せ

企
画
政
策
課

65
歳
以
上
の
方
の
第
１
号
被
保
険

者
の
介
護
保
険
料
は
、
高
齢
者
人
口

や
要
介
護
認
定
者
数
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
見
込
み
量
な
ど
の
推
計
に
よ

り
算
定
し
て
い
ま
す
。

第
９
期
の
介
護
保
険
料
算
定
に
当

た
っ
て
は
、
保
険
給
付
な
ど
に
必
要

な
財
源
を
確
保
し
な
が
ら
、
低
所
得

者
の
負
担
軽
減
を
図
り
、
国
の
動
向

等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
所
得
段
階
を

15
段
階
か
ら
17
段
階
に
変
更
し
て
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
段
階
数
と
保
険

料
率
を
設
定
し
ま
し
た
。
詳
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

▽
改
正
内
容

◦
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
課
税
限

度
額
が
22
万
円
か
ら
24
万
円
に
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

◦
低
所
得
世
帯
の
負
担
を
緩
和
す
る

た
め
、
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽

減
判
定
基
準
額
が
表
の
と
お
り
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

※
令
和
６
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
い

る
世
帯
主
に
、
７
月
上
旬
か
ら
中

旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係

市
が
所
有
し
て
い
る
土
地
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
札
で
売
却
し

ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
毎
年
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す
。
令
和
６
年
度
は
月

額
１
万
６
９
８
０
円
で
す
。
一
定
期

間
分
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い

（
前
納
）
す
る
こ
と
で
、
表
の
と
お

り
保
険
料
が
割
引
さ
れ
お
得
で
す
。

※
１
年
前
納
納
付
書
と
６
か
月
前
納

納
付
書
は
、
４
月
上
旬
に
届
く
納

付
書
に
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
２
年
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

パ
ソ
コ
ン
で
納
付
で
き
ま
す

保
険
料
は
、
金
融
機
関
窓
口
な
ど

で
納
付
す
る
方
法
の
ほ
か
、
納
付
書

を
使
っ
て
電
子
納
付
（P

ay
-easy

）

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

で
、
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▽
対
象
の
決
済
ア
プ
リ

au
P
A

Y

、

ｄ
払
い
、P

ay
B

（P
ay

B

と
提

携
し
て
い
る
金
融
機
関
の
決
済

ア
プ
リ
を
含
む
）
、P

ay
P
ay

、

L
IN

E

ペ
イ
、
楽
天
ペ
イ

▽
問
合
せ

◦
保
険
年
金
課
年
金
係

◦
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２

８
・
30
・
３
４
１
０
）

▽
実
施
期
間

４
月
か
ら
令
和
７
年

３
月
ま
で

▽
対
象
区
域

◦
る
の
バ
ス
増
発
・
増
便
…
現
在
運

行
中
の
ル
ー
ト

◦
デ
マ
ン
ド
型
交
通
（
チ
ョ
イ
ソ
コ
）

…
引
田
、
渕
上
、
上
代
継
、
下
代

継
、
網
代
、
野
辺
、
小
川
、
草
花

地
域

※
チ
ョ
イ
ソ
コ
は
、
対
象
区
域
に
お

住
ま
い
の
方
で
、
会
員
登
録
（
無

料
）
を
し
た
方
の
み
利
用
で
き
ま

す
。
会
員
登
録
申
込
書
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
す
る

か
、
交
通
政
策
課
で
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

交
通
政
策
課

表　本人確認書類の種類等

A

身体障者手帳、運転免許証、パスポート、住民基本

台帳カード（写真つき）、運転経歴証明書（平成24

年４月１日以降に発行されたもの）、特別永住者証

明書、在留カード　等

B
健康保険証、介護保険証、年金手帳（年金証書）、

医療受給者証、学生証　等

表　被保険者均等割額の軽減判定基準額

軽減

割合
軽減判定基準額

７割 ４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

５割
４３万円＋２９．５万円×被保険者数＋１０万円×

（給与所得者等の数－１）

２割
４３万円＋５４．５万円×被保険者数＋１０万円×

（給与所得者等の数－１）

表　納付方法による割引額の比較（令和６年度）

納付方法 年間の納付保険料
毎月納付と

比較した割引額
納付期限

毎月納付

（通常）

４月分～翌年３月分

（１か月ごと）
203,760円
(16,980円×12回）

――――― 翌月末日

６か月前納
４月分～９月分

１０月分～翌年３月分
202,100円
(101,050円×2回）

1,660円
(830円×2回）

４月末日

１０月末日

１年前納 ４月分～翌年３月分 200,140円 3,620円 ４月末日

２年前納 ４月分～翌々年３月分 398,590円 15,290円 ４月末日

※２年前納は、令和６年度の保険料（月額16,980円）、令和７年度の保険料（月額17,510円）をも

とにした金額です。

さ
い
。

65
歳
以
上
の
方
の
令
和
６
年
度
の

介
護
保
険
料
額
や
納
め
方
は
、
７
月

上
旬
に
決
定
し
、
個
別
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▽
問
合
せ

高
齢
者
支
援
課
介
護
保

険
係
（
直
通
５
５
８
・
１
９
６
９
）

市ホームページ

市ホームページ

▽
売
払
い
物
件

表
の
と
お
り

▽
参
加
方
法
等

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
「
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
参
加
申
込
み
期
間

４
月
４
日
㈭

午
後
１
時
か
ら
４
月
23
日
㈫

午

後
２
時
ま
で

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官

公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
か
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

契
約
管
財
課
契
約
管
財

係
（
直
通
５
５
８
・
１
３
９
０
）

官公庁
オークション
（4月4日に
公開します）

表
物件
番号

所在地番 地目 地　積
用途地域／建ぺい率

／容 積 率
最低売却価格

1
小中野字
子生前
196番2

宅地 1,155.29㎡
第一種低層住居専

用地域
／ 40％／ 80％

24,500,000円

2
戸倉字

上田357番1
宅地 305.38㎡

指 定 の な い 区 域
（市街化調整区域）

／ 40％／ 80％
3,150,000円

（3） 令和６年（2024年）４月１日 � あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

自
宅
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
で
き
る

「
自
宅
訪
問
申
請
サ
ー
ビ
ス
」を

実
施
し
ま
す

４
月
は「
若
年
層
の

性
暴
力
被
害
予
防
月
間
」で
す

第
９
期

介
護
保
険
事
業
計
画
期
間

（
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
９
年
度
ま
で
）の

介
護
保
険
料
の
改
正
に
つ
い
て

令
和
６
年
度

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
６
９
８
０
円
で
す

公
共
交
通
実
証
実
験
期
間
を
延
長「
る
の
バ
ス
増
発
・
増
便
」

「
デ
マ
ン
ド
型
交
通（
チ
ョ
イ
ソ
コ
）」


